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（利用者）             様（以下「利用者」という。）と、 

（事業者）医療法人同仁会（社団）京都九条病院通所リハビリテーション（以下「事業

者」という。）は、通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションサービス（以

下「サービス」という。）の利用に関して、次のとおり契約を結びます。 

記 

契約の目的 

 本契約は、要介護状態となった場合においても、利用者がその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は

向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、

利用者の心身の機能の維持回復を目的とします。 

   事業者は、サービス提供にあたっては、利用者の要介護状態区分、利用者の被保

険者証に記載された認定審査会意見に従って、利用者に対しサービスを提供します。 

契約の期間 

 本契約は利用者が本契約書を事業者に提出したときから効力を有します。但し

家族・身元引受人又は成年後見人等（以下「家族等」という。）に変更があった場合

は、新たに契約をすることとします。 

   本契約は利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。ただし、利用者が

引き続いて要介護者（要介護１～５）又は、要支援者（要支援１・２）と認定され、認定

有効期間の満了日が変更された場合は、変更後の認定有効期間満了日までとしま

す。 

   契約期間中において、サービス内容に変更が生じた場合は、事業者が利用者に書

面によりその変更の説明を行い、同意を得、本契約書にその同意書を添付することで、

契約の継続とします。 

（介護予防）通所リハビリテーションサービス計画 

 事業者は、利用者担当の介護支援専門員等によって作成され、利用者又は家

族等が同意された計画に則って（介護予防）通所リハビリテーション計画を作成しま

す。 

   （介護予防）通所リハビリテーション計画を作成する際には、利用者及び家族等か

ら事情をよく聞いて、利用者の有する能力や置かれている環境に基づいて、利用者の

自己の尊厳を尊重し、利用者本人が望んでいる生活を支えていくことが出来るよう計

画書を作成します。 

   利用者のための（介護予防）通所リハビリテーション計画を作成・変更する際には、

計画または変更案の段階で、家族等の同意を得、計画案を利用者に対して説明し、

同意を得ることとします。 

（介護予防）通所リハビリテーションサービス内容 

 事業者は、利用者に対し、前条により作成された利用者のための（介護予防）通

所リハビリテーション計画に基づき、別紙「重要事項説明書」記載の各種通所リハビ

リテーションサービスを提供します。 
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記録 

 事業者は、利用者の（介護予防）通所リハビリテーションサービスの提供に関す

る記録を作成し、その完結の日から５年間保存するものとします。 

   事業者は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これ

に応じます。但し家族等に対しては、利用者の承諾がある場合又は必要と認められる

場合に限り、これに応じます。謄写の場合、事業者は実費相当額を請求者に請求いた

します。 

利用料等 

 利用者は、事業者から提供を受ける各種介護保険給付サービスならびに各種

介護保険給付外サービスについて、重要事項説明書のとおりの利用料等を支払いま

す。 

   事業者は、介護保険給付サービスに要した費用について、利用者が（介護予防）

通所リハビリテーションサービス費として市町村から支給を受ける額の限度において、

利用者にかわって市町村から支払いを受けます。（以下「法定代理受領サービス」と

いいます。） 

   事業者は、当月分の利用料等の金額を計算し、翌月１０日頃に利用者に対し、請求

書を発行します。請求書には、利用者が利用した各種サービスにつき、種類ごとに利

用回数、利用単位の内訳、介護保険適用の有無、法定代理受領の有無等を明示しま

す。 

   利用者は、事業者に対し、当月の利用料等を、翌月の２０日までに、利用者又はそ

の家族、身元引受人、成年後見人等が、「重要事項説明書」で選択した方法で支払

います。 

   事業者は、利用者から利用料等の支払いを受けたときは、利用者に対して、サービ

ス提供証明書（領収書）を交付します。 

   サービス提供証明書（領収書）には、提供したサービスの種類、内容、利用単位、

費用等を記載します。 

   利用者は、事業者から介護保険給付対象外サービスの提供を受けたときは、事業

者に対し利用料の自己負担分を支払います。 

守秘義務及び個人情報の保護 

 事業者とその職員は、在職中また退職後においても、業務上知り得た利用者及

び家族等に関する個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、【別添

資料１】「医療法人同仁会（社団） 介護事業部における個人情報の利用目的」によ

る個人情報の利用については、利用者及び家族等から予め同意を得ておきます。な

お本契約の終了後も同様の取り扱いとします。 

身体拘束 

 当事業者は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 

   事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に挙げる措置を講じます。 

（１） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとと

もに、その内容について従業員に周知を図るものとする。 
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（２） 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３） 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

   事業者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急や

むを得ず身体拘束を行う場合は、利用者またはその家族に対し、事前に、身体拘束の

根拠、内容、見込まれる期間について説明し、同意を得ます。 

   事業者は、利用者に対し身体拘束を行う場合には、次の事項を（介護予防）通所リ

ハビリテーションサービス記録に記載します。 

（１） 利用者に対する身体拘束を決定した者の氏名、身体拘束の根拠、内容、見込ま

れる期間及び実施された期間。 

（２） 前項に基づく利用者またはその家族に対する説明の時期及び内容、その際のや

りとりの概要。 

利用者の施設利用上の義務 

 利用者は、共用施設、敷地をその本来の用途にしたがって利用するものとします。 

   利用者が、施設、設備、備品等について、著しい滅失、破損、汚損もしくは変更した

場合には、利用者又は家族等が自己の費用で原状に復するか、又は相当の代価を

利用者及び家族等が連帯して支払うものとします。 

サービス利用に当たっての留意事項 

 

（１） サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

（２） 事業所内、敷地内とも禁煙です。 

（３） 火気の取扱いは、事業所内、敷地内とも禁止です。 

（４） 事業所の設備･備品については、使用方法を確認の上、利用して下さい。 

（５） 金銭･貴重品の管理は、利用者自身で責任を持って管理して下さい。 

（６） 当事業所内での宗教活動及び政治活動は、固くお断り致します。 

（７） ペットの持ち込みは、ご遠慮下さい。 

（８） 利用者、その家族や関係者は、当事業所、当事業所の職員又は他の利用者等に

対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行わ

ないで下さい。 

事故発生時の対応及び損害賠償 

 

   前項の場合において、事故が発生した場合は、事業者はすみやかに利用者の損害

を賠償します。ただし、事業者に故意過失がない場合にはこの限りではありません。 

   前項の場合において、当該事故発生につき利用者に重過失がある場合は、損害賠

償の額を減じることができます。 
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損害賠償がなされない場合 

 

（１） 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故

意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。 

（２） 利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取･確認に対して

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場

合。 

（３） 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由

に起因して損害が発生した場合。 

（４） 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示･依頼に反して行った行為に

起因して損害が発生した場合。 

契約の終了 

 

（１） 第２条第２項による契約期間満了日の２週間以上前までに利用者から更新拒

絶の申し入れがあり、かつ契約期間満了したとき。 

（２） 要介護認定の更新において、利用者が自立と認定されたとき。 

（３） 利用者において、（介護予防）通所リハビリテーションサービス提供の必要性が

なくなったとき。 

（４） 利用者が死亡したとき。 

利用者の解約権 

 

利用者の解除権 

 

事業者の解約権 

 

（１） 利用者が正当な理由なく、利用料その他、利用者が事業者に対し支払うべき費

用を２ヶ月分以上滞納し、さらに支払いの督促から１０日以内に支払われないとき。 

（２） 利用者の行動が、他の利用者の生命または健康に重大な影響を及ぼすおそれ

があり、事業者において十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき。 

（３） 利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をするおそれが極めて大きく、事

業者において十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき。 
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（４） 利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みが

ないとき。 

（５） 利用者、その家族や関係者が、当事業所、当事業所の職員又は他の利用者等

に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行っ

たとき。 

苦情処理 

 

（１） 苦情や要望を受けた窓口担当者は、起こったことを整理しながら傾聴する。 

（２） 窓口担当者と管理者が苦情内容の検討に入る。 

（３） 苦情の原因について事実確認し、解決に向けた対応をする。 

（４） 苦情申立人に説明・解決を図る。 

（５） 担当者は、苦情の内容を整理し、「苦情報告書」に概要及び対応結果を記載す

る。 

（６） 担当者と管理者は、苦情内容の検討・分析を行い、原因・理由・対応等を職員に

周知し、事業所内で情報共有し再発の防止に努める。 

（７） 介護保険相談窓口は、【別添資料２】のとおり。 

事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能 

 

   前項の場合に、事業者は、利用者に対して、既に実施したサービスについては所定

のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。 

緊急時の対応 

 

 

協 力 医 療 機 関  医療法人同仁会（社団）京都九条病院 

住 所 京都市南区唐橋羅城門町１０番地 

電 話 番 号  075-691-7121 

 
協力歯科医療機関 医療法人純康会 徳地歯科医院 

住 所 京都市南区上鳥羽花名町３９－５ 京都森島ビル１F 

電 話 番 号  075-661-8515 
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この場合、予め利用者の指定する下記緊急連絡先に対し直ちに連絡します。 

 

○緊急連絡先 

 

氏 名                続柄（       ） 

 

連絡先電話番号                          

契約外事項 

 

協議事項 

 

裁判管轄 
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本契約を証するため、本契約書を２通作成し、利用者･事業者が署名のうえ、各１通保

有します。 

 

 

契約締結日  令和    年    月    日 

利用者 

 私は、以上の契約につき説明を受け、その内容を理解し、本契約を申し込みます。 

 

住所                                 

 

氏名                                 

署名代行 

私は、下記の理由により、利用者の意思を確認したうえ、上記署名を代行しました。 

 

住所                                 

 

氏名                                 

 

署名を代行した理由   本人が署名できないため・その他（           ） 

家族・身元引受人または成年後見人等 

私は、以上の契約につき説明を受け、家族・身元引受人または成年後見人等の責

任について理解しました。 

 

住所                                 

 

氏名                    続柄            

 

電話番号                               

 

事業者 

当事業所は利用者の申込を受け、本契約に定める義務を誠実に履行します。 

所在地   京都市南区唐橋羅城門町１０番地 

名 称  医療法人同仁会（社団）京都九条病院 通所リハビリテーション 

代表者   理事長  松 井 道 宣   
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【別添資料１】 

医療法人同仁会（社団） 介護事業部における個人情報の利用目的 

1.法人内での利用 

① 利用者様に提供する介護サービス 

② 介護保険事務 

③ 入院・退院・入所・退所及びサービスの利用開始・停止などの管理 

④ 利用者様の診療のため、医師などの意見・助言を求める場合 

⑤ 会計・経理事務 

⑥ 介護事故などの報告 

⑦ 利用者様への介護サービス向上 

⑧ 介護実習への協力 

⑨ 介護の質の向上を目的とした事例検討（教育・育成・研究） 

⑩ その他、利用者様に係る管理運営業務 

2.事業所外への情報提供としての利用 

① 他の医療機関、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、

公的機関との連携・照会及び照会への回答 

② 業務委託 

③ ご家族等への心身の状況説明 

④ 審査支払機関へのレセプト（介護報酬請求明細）の提出 

⑤ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

⑥ 損害賠償保険等に係る保険会社等への相談または届出等 

⑦ その他、利用者様への介護保険事務に関する利用 

⑧ 京あんしんネットご利用の際、関係者との情報共有 

3.その他の利用 

① 介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

② 外部監査機関への情報提供 

③ 当施設、事業所内において行なわれる看護、介護、社会福祉士、リハビリ職等、学生の

実習への協力 

④ 学会・研究会等での事例研究発表等 

⑤ 施設イベントなどの写真をＳＮＳ（Facebook、Instagram、TikTok 等）、ホームペー

ジ、パンフレット、広報誌や施設内ポスターなどへの掲載（利用者様、ご家族等） 

⑥ 利用者様が他の事業所と連携する場合（入院、転所、退所など）、また別のサービス

等に移行する場合、ご家族等の個人情報の提供 

【付記】 

１．上記の内容に同意いただける場合は、「個人情報利用同意書」にサインをお願いします。 

２．上記のうち、同意しがたい事項がある場合には、その旨お申し出下さい。 

３．これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更することが可能です。 

 

医療法人同仁会（社団） 介護事業部  
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個人情報利用同意書 
 

私（利用者）及びその家族の個人情報を利用することに同意します。 

記 

 

１．個人情報を利用する目的及び範囲 

□『医療法人同仁会（社団） 介護事業部における個人情報の利用目的』のとおり 

□個人情報の利用を同意しない事項 

 

 

 

２．個人情報を利用する条件 

（１）個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に、情

報が漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

（２）個人情報を使用した会議においては、出席者、議事録内容等を記録しておくこ

と。 

医療法人同仁会（社団）  御中 

 

令和   年   月   日 

利用者 

 氏名                      

 

家族 

 住所                               

 

 氏名                     続柄（      ） 

家族 

 住所                               

 

 氏名                     続柄（      ） 

 

利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、

私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

 

署名代行者 

 氏名                     続柄（      ） 
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【別添資料２】 

介護保険相談窓口 

名 称 電 話 番 号 住 所 

京都府国民健康保険団体連合会 

介護保険課 介護管理係 相談担当 
０７５－３５４－９０９０ 

京都市下京区烏丸通四条下

る水銀屋町６２０番地 

ＣＯＣＯＮ烏丸内 

北区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－４３２－１３６６ 

京都市北区紫野東御所田町

３３－１ 

上京区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－４４１－５１０７ 

京都市上京区今出川室町西

入堀出シ町２８５ 

左京区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－７０２－１０７１ 

京都市左京区松ヶ崎堂ノ上

町７－２ 

中京区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－８１２－２５６６ 

京都市中京区西堀川通御池

下る三坊堀川町５２１ 

東山区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－５６１－９１８７ 

京都市東山区清水５丁目 

１３０－８ 

山科区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－５９２－３２９０ 

京都市山科区椥辻池尻町 

１４－２ 

下京区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－３７１－７２２８ 

京都市下京区西洞院塩小路

上る東塩小路町６０８－８ 

南区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－６８１－３２９６ 

京都市南区西九条南田町 

１－３ 

右京区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－８６１－１４３０ 

京都市右京区太秦下刑部町

１２ 

右京区 京北出張所 保険福祉第一担当 ０７５－８５２－１８１５ 
京都市右京区京北周山町上

寺田１－１ 

西京区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－３８１－７６３８ 

京都市西京区上桂森下町 

２５－１ 

西京区役所洛西支所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－３３２－９２７４ 

京都市西京区大原野東境谷

町２－１－２ 

伏見区役所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－６１１－２２７９ 京都市伏見区鷹匠町３９－２ 

伏見区役所深草支所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－６４２－３６０３ 

京都市伏見区深草向畑町 

９３－１ 

伏見区役所醍醐支所 保険福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当 
０７５－５７１－６４７１ 

京都市伏見区醍醐大構町 

２８ 

 


